
昭
和
四
十
年
郵
政
省
令
第
四
十
三
号

財
産
及
び
請
求
権
に
関
す
る
問
題
の
解
決
並
び
に

経
済
協
力
に
関
す
る
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間

の
協
定
第
二
条
の
実
施
に
伴
う
大
韓
民
国
等
の
財

産
権
に
対
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴

う
大
韓
民
国
の
国
民
等
の
有
す
る
郵
便
貯
金
、
郵

便
為
替
及
び
郵
便
振
替
貯
金
に
関
す
る
権
利
並
び

に
簡
易
生
命
保
険
及
び
郵
便
年
金
に
関
す
る
権
利

の
確
認
に
関
す
る
省
令

財
産
及
び
請
求
権
に
関
す
る
問
題
の
解
決
並
び
に
経
済

協
力
に
関
す
る
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
協
定
第
二

条
の
実
施
に
伴
う
大
韓
民
国
等
の
財
産
権
に
対
す
る
措
置

に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
大
韓
民
国
の
国
民
等
の
有

す
る
郵
便
貯
金
、
郵
便
為
替
及
び
郵
便
振
替
貯
金
に
関
す

る
権
利
並
び
に
簡
易
生
命
保
険
及
び
郵
便
年
金
に
関
す
る

権
利
の
確
認
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
こ
の
省
令
の
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
財
産
及
び
請
求
権
に
関
す
る
問

題
の
解
決
並
び
に
経
済
協
力
に
関
す
る
日
本
国
と
大
韓

民
国
と
の
間
の
協
定
第
二
条
の
実
施
に
伴
う
大
韓
民
国

等
の
財
産
権
に
対
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四

十
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
措
置
法
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に
伴
う
大
韓
民
国
の
国
民
（
法
人
を
含

む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
有
す
る
郵
便
貯
金
、

郵
便
為
替
及
び
郵
便
振
替
貯
金
に
関
す
る
権
利
並
び
に

簡
易
生
命
保
険
及
び
郵
便
年
金
に
関
す
る
権
利
の
確
認

に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
証
明
書
類
の
提
出
等
）

第
二
条
　
日
本
郵
政
公
社
は
、
大
韓
民
国
の
国
民
の
有
す

る
郵
便
貯
金
、
郵
便
為
替
若
し
く
は
郵
便
振
替
貯
金
に

関
す
る
権
利
又
は
簡
易
生
命
保
険
若
し
く
は
郵
便
年
金

に
関
す
る
権
利
に
つ
い
て
請
求
又
は
届
出
が
あ
つ
た
場

合
に
お
い
て
、
措
置
法
の
規
定
の
適
用
の
有
無
を
確
認

す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
当
該
権
利

者
に
対
し
、
国
籍
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
準
拠

法
）
並
び
に
本
邦
に
お
け
る
居
住
の
事
実
及
び
そ
の
期

間
を
証
明
す
る
に
足
り
る
書
類
の
提
出
又
は
提
示
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
権
利
の
確
認
）

第
三
条
　
前
条
の
書
類
の
提
出
又
は
提
示
が
あ
つ
た
と
き

は
、
日
本
郵
政
公
社
に
お
い
て
、
そ
の
書
類
の
内
容
等

に
基
づ
き
、
当
該
権
利
が
措
置
法
の
規
定
に
よ
り
消
滅

し
て
い
な
い
こ
と
を
確
か
め
た
う
え
で
な
け
れ
ば
、
そ

の
請
求
又
は
届
出
に
係
る
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な

い
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
九
月
二
七
日
郵
政
省
令

第
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
又
は
書
式
に

よ
り
調
製
し
た
用
紙
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
後
に
お
い

て
も
当
分
の
間
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
、
改
正
前
の
様
式
又
は
書
式
に
よ
り
調
製
し
た
用
紙

を
修
補
し
て
、
使
用
す
る
こ
と
が
あ
る
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
前
に
交
付
さ
れ
た
郵
便
貯
金
通

帳
、
郵
便
貯
金
証
書
、
カ
ー
ド
、
払
戻
証
書
、
郵
便
貯

金
本
人
票
、
郵
便
為
替
証
書
、
払
出
書
、
郵
便
振
替
払

出
証
書
、
郵
便
振
替
支
払
通
知
書
及
び
簡
易
生
命
保
険

保
険
料
領
収
帳
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式

又
は
書
式
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
月
一
四
日
総
務
省
令

第
一
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
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